
謹んでお悔やみ申し上げます。

　お亡くなりになった方が下記に該当する場合は、担当課での手続きが必要です。手続きに際しましては、事前に各担当課へ必要・添付書類についてお問い合わせの上、

この一覧表及び死亡届連絡カードをお持ちの上提示して下さい。 ※これ以外の国、県、民間等の手続に際しましては、別に手続きをお願いします。　

該当 完了 手続きの名称 期　限

□ □ 使用者変更等の手続き
すみやかに手続きしてくださ
い

□ □ 印鑑登録証の返納 なし

□ □
未支給年金（老齢基礎年金、障害
基礎年金等）の手続き

５年以内

□ □ 死亡一時金の請求手続き ２年以内

□ □ 遺族基礎年金等の請求手続き ５年以内

□ □ 介護保険被保険者証の返還
資格を喪失したときから１４
日以内

□ □ 保険証の返還
資格を喪失したときは１４日
以内

葬祭費の申請

※職場の社会保険等に加入している方
が亡くなった場合は、職場で手続きして
ください。

□ □ 保険証の返還
なし（医療費の支払いが終
わってから返還してください）

□ □ 廃止の手続き
すみやかに手続きしてくださ
い

□ □ 春日部市災害見舞金の申請 死亡した日から２０日以内

□ □ 相続人代表者の指定
相続確定後、すみやかに手
続きしてください

□ □ 廃車または名義変更の届出

□ □ 廃車または名義変更の届出

□ □ 固定資産税納税義務代表者の届出
すみやかに手続きしてくださ
い

□ □ 遺族見舞金支給申請
死亡を知った日から２年以
内を又は犯罪行為による死
亡日から７年以内

□ □ 通話録音装置の返還
すみやかに手続きしてくださ
い

□ □ 交通災害見舞金支給申請書 交通事故発生後１年以内

□ □ 犬の登録事項変更届 すみやかに手続きしてください

□ □ し尿汲取り変更・廃止申請
すみやかに手続きしてくださ
い

□ □
農地法第3条の3第1項の規定によ
る届出

相続確定後、すみやかに手
続きしてください

□ □ 農業者年金死亡関係届出書
死亡した日から
１０日以内に住所地のＪＡで
手続きが必要となります

□ □ 農地や利用権設定関係届出
担当課へお問い合わせくだ
さい

□ □ 森林の土地の所有者届出
相続確定後、９０日以内に手
続きしてください

裏面へ続く

通話録音装置を市から貸与さ
れている方

市内に土地、家屋を所有して
いる

国民年金のみを受給している 担当課へお問い合わせください

国民年金に加入している、ま
たは加入したことがある（年金
受給前）

担当課へお問い合わせください

・保険証

・喪主の方の銀行等の口座がわかるもの
・会葬礼状、葬儀費用の領収書の各原本の
　うち一点
・お亡くなりになった方の保険証（返還前の
　場合）

葬祭を行った日の翌日から
２年以内

・印鑑
・相続代表人の銀行等の口座番号
・戸籍謄本等（別世帯の方が相続代表人の
　場合）

汲取り式トイレをご利用の方
※浄化槽を利用者は除く

犯罪行為により死亡した方（当該
死亡の原因となった犯罪行為が
行われた時において市内に住所
を有していた方に限る。）の遺族

犬を飼っている方

・葬儀費用の領収書又は会葬礼状の各原本
（確認後原本はお返しします）

死亡した日から３０日以内

・ナンバープレート（廃車の場合）
・標識交付証明書

葬祭を行った日の翌日から
２年以内

担当課へお問い合わせください

該当項目

印鑑登録証を持っている

７４歳以下で国民健康保険に
加入している
※６５～７４歳の方で一定の障
がいがあり、後期高齢者医療
被保険者であった方は、下の
後期高齢者医療制度の説明
をご覧ください。

７５歳以上で後期高齢者医療
制度に加入している

６５歳以上の方
４０歳以上で要介護認定を受
けている方

保険料の精算・医療費給付等に関
する届出

葬祭費の申請

上下水道の使用者

本庁舎２階：
市民課国民年金担当（２６６２・２６６４）
　または
庄和総合支所１階：市民窓口担当（７０６５）
※厚生年金等受給者については、年金事務所
等での手続きになりますので、ご了承ください。
（春日部年金事務所℡：０４８-７３７-７１１２）

死亡した日の翌日から２年
以内

本庁舎４階：公園緑地課
　公園管理担当（３６８５～３６８８）

□ □

森林の土地を所有している

担当課へお問い合わせください

農地を所有している

□

高額介護サービス費等振込
口座変更（介護サービス利用のあっ
た方）

・介護保険被保険者証

担当課へお問い合わせください
本庁舎２階：高齢者支援課(２７６２～２７６７)
　または　庄和総合支所２階：
　　　　　　　福祉・健康保険担当（７０４７）

□ □

緊急通報システム、配食サービ
ス、重度要介護高齢者手当、家
族介護用品支給、高齢者安心見
守り事業を受けている

本庁舎２階：
介護保険課介護保険担当（３３４３）

　　　　　　　　　　または

庄和総合支所２階：
　福祉・健康保険担当（７０５４・７０５５）

すみやかに手続きしてくださ
い

□ □

□

本庁舎２階：国民健康保険課
　　後期高齢者医療担当（３３８３・３３８６）

　　　　　　　　　　または

庄和総合支所２階：
　福祉・健康保険担当（７０５４・７０５５）

・相続人の方の印鑑、銀行等の口座がわか
　るもの
・戸籍謄本等（別世帯の方が相続人となる
　場合に必要）
・お亡くなりになった方の保険証（返還前の
　場合）

軽自動車は軽自動車検査協会春日部支所、
125ｃｃを超えるバイクは運輸支局・春日部自
動車検査登録事務所へお問い合わせください

手続き一覧表

必要なもの 担当課（内線番号）

・印鑑登録証
本庁舎２階：市民課受付担当（２６６９）または
庄和総合支所１階：市民窓口担当（７０６４）

・保険証

・喪主の銀行等の口座番号

第二庁舎１階：
　上下水道部経営総務課（７５２８）

新しい使用者の氏名などを連絡してください

本庁舎２階：国民健康保険課
　国保税担当（３３８８）
　国保給付担当（３４０７）
　　　　　　　　　　または
　庄和総合支所２階：
　　福祉・健康保険担当（７０５４・７０５５）

本庁舎３階：市民税課
　個人住民税担当（２３５６～２３５９）

市・県民税を納付されている
方

原動機付自転車等を所有して
いる

軽自動車等をお持ちの方

第二庁舎３階：リサイクル衛生課（３５３６）

第二庁舎３階：リサイクル衛生課（３５３３）
　または
庄和総合支所２階：総務担当（７０１６）

担当課へお問い合わせください
・遺族見舞金支給申請書
・死亡診断書　又は　死体検案書
・住民票、戸籍謄本（被害者と申請者の続柄
に関するもの）等

交通事故発生時に
春日部市に住民登録がある小・
中学生の保護者等

担当課へお問い合わせください

本庁舎３階：市民税課諸税担当（２３５５）

　または

庄和総合支所２階：総務担当（７０１６）

担当課へお問い合わせください

担当課へお問い合わせください

本庁舎３階：くらしの安全課
　　交通防犯担当（２６１５～２６１７）

本庁舎３階：資産税課
　（２３８２～２３８９、２３９２～２３９５）

本庁舎３階：くらしの安全課
　交通防犯担当（２６１５～２６１７）

通話録音装置を担当課まで返還してください

・申請書
・交通事故証明書（原本）
・死亡診断書　又は　死体検案書（写し）
・保護者であることを証する書類（住民票等）

農地の貸借をしている方（利
用権設定）

担当課へお問い合わせください 第二庁舎３階：農業振興課（３５８３）

・り災証明書又は死亡診断書の写し
・申請者の口座番号
・印鑑

第二庁舎２階：
福祉総務課福祉総務担当（２７１２）または
　庄和総合支所２階：
　福祉・健康保険担当（７０４４）

担当課へお問い合わせください

担当課へお問い合わせください

自然災害や火災、交通事故で
死亡した場合

農業者年金に加入している

第二庁舎３階：農業委員会事務局
　農地振興担当（７６９５・７６９６）



該当 完了 手続きの名称 期　限

□ □ 受給者の変更または喪失等の届出

すみやかに届出してください
※児童手当の受給資格者が
変更になる場合は、死亡後
１５日以内
※児童扶養手当、特別児童
扶養手当の受給者が死亡し
た場合は、死亡後１４日以内

□ □
こども医療費受給者証、またはひと
り親家庭等医療費受給者証の変更
または返還

すみやかに届出してください
※ひとり親家庭等医療費の
受給資格者が変更になる場
合は、死亡後１５日以内

□ □
遺児手当・交通遺児援護金受給の
手続き

申請が必要となりますので、
お早めにご相談ください

□ □ 身上異動の届出 すみやかに届出してください

□ □
就学援助支給申請書または就学援
助状況変更届

すみやかに届出してください

□ □ 学校給食申込変更届
すみやかに手続きしてくださ
い

該当 完了 手続きの名称 期　限

□ □ 手帳の返還等の手続き

□ □ 手帳の返還等の手続き

□ □ 受給者証の返還

□ □ 受給者証の返還
すみやかに手続きしてくださ
い

□ □ 喪失等の届出

□ □ 喪失等の届出

□ □ 喪失等の届出

□ □ 受給者証の返還
すみやかに手続きしてくださ
い

■各種無料相談　※春日部市民が対象です。詳細は各問い合わせ先へご確認ください。

◆市役所代表０４８－７３６－１１１１　　◆庄和総合支所代表０４８－７４６－１１１１ 令和６年１月４日：市民課

春日部市役所　市民相談室
直通：０４８-７３９－６８３２

(内線３９８３・３９８４)

日程・時間

毎週木曜日 (祝休日・年末年始を除く)
　13:20～16:25

会　　場 問い合わせ先

春日部市役所　市民相談室
（第二庁舎２階）

・受給者証

特別障害者手当、障害児福祉
手当、経過的福祉手当を受給
している
（支給停止中を含む）

在宅重度心身障害者手当を
受給している
（支給停止中を含む）

重度心身障害者医療を受給し
ている
（支給停止中を含む）

更生医療を受給している

相　　談
内　　容

【相談員】

行政書士相談
【行政書士】

官公署に提出する許認可申請、遺産分割協議書
作成のための相談（相談者の意向を取りまとめる
範囲）

春日部市役所　市民相談室
（第二庁舎２階）

春日部市役所　市民相談室
直通：048-739-6832

(内線3983・3984)

庄和総合支所　相談室
（総合支所２階）

庄和総合支所２階：総務担当
直通：０４８-７４６－９７０１

（内線７０１７）

総合福祉センター「あしすと春日部」

庄和総合支所　相談室
（総合支所２階）

庄和総合支所２階：総務担当
直通：０４８－７４６－９７０１

（内線７０１７）

毎月第２・最終水曜日（祝休日のときは変更）
13:20～16:25

毎月第２・４金曜日 (祝休日・年末年始を除く)
13:00～16:00

毎月第３水曜日（祝休日のときは変更）
13:00～16:00

毎月第１水曜日（祝休日のときは変更）
13:00～16:00

市社会福祉協議会
(０４８－７６２－１０８１)

春日部市役所　市民相談室
（第二庁舎２階）

春日部市役所　市民相談室
直通：０４８－７３９－６８３２

(内線３９８３・３９８４)

毎月第３火曜日（祝休日のときは変更）
13:30～16:00

・受給者証

法律相談(予約制)
【弁護士】

※ 年度に一人１回 離婚、相続、金銭貸借、不動産などの法律に関す
ること

弁護士相談(予約制)
【弁護士】

登記相談(予約制)
【司法書士】

　【土地家屋調査士】

毎月第２水曜日（祝休日のときは変更）
13:00～16:00

土地・建物などの測量、相続での不動産登記手続
き、遺言に基づく登記手続き、成年後見開始申立
書の作成に関する相談（言い分をとりまとめる範
囲）など

土地・建物不動産相談
【宅地建物取引業協会

相談員】
土地・建物不動産に関すること

精神障害者保健福祉手帳を
持っている

児童手当、児童扶養手当、特
別児童扶養手当を受給してい
る

該当項目

・配偶者又は扶養義務者名義の口座番号
　がわかるもの（亡くなった本人及び口
　座名義人の「戸籍の証明」が必要とな
　る場合があります）
・印鑑(未支払がある場合のみ必要です)

・相続人代表者名義の口座番号がわかる
　もの（亡くなった本人及び口座名義人
　の「戸籍の証明」が必要となる場合が
　あります）

本庁舎２階：障がい者支援課
　　障がい者医療担当 （２７８３）

　　　　　　　　　または

庄和総合支所２階：
　　福祉・健康保険担当　（７０４４）

・受給者証

すみやかに届出してください

すみやかに届出してください

本庁舎２階：障がい者支援課
　　障がい者支援担当　（２７９３・２７９４）
　
               または

庄和総合支所２階：
　　福祉・健康保険担当（７０４５）

・相続人代表者名義の口座番号がわかる
　もの（亡くなった本人及び口座名義人
　の「戸籍の証明」が必要となる場合が
　あります）
・受給者証（支給停止中を除く）
・マイナンバーが確認できるもの

自立支援医療（精神通院）を
受給している

障害福祉サービス受給者証、
通所受給者証を持っている

・精神障害者保健福祉手帳

必要なもの

・身体障害者手帳または療育手帳
・マイナンバーが確認できるもの

■障がいのある方が亡くなった場合

本庁舎４階：
学校給食課給食管理担当（３１８６）
（直通０４８－７３９－６８０６）

本庁舎４階：学務課学事担当（３１５５）

担当課（内線番号）該当項目

身体障害者手帳または療育手
帳を持っている

本庁舎４階：学務課学事担当（３１５３）
（直通０４８－７３９－６８０４）

担当課へお問い合わせください

市立小学校・中学校・義務教育学
校に通学しているお子さんがいる

担当課へお問い合わせください

担当課へお問い合わせください

担当課へお問い合わせください就学援助を受けている

必要なもの

担当課へお問い合わせください

・受給者証等

市の入学準備金・奨学金の貸
付を受けている

■子どもを扶養している方、または子どもが亡くなった場合

担当課（内線番号）

こども医療費またはひとり親家
庭等医療費を受給している

義務教育修了前のお子さんを
養育している

本庁舎３階：こども支援課（２９６３）

　　　　　　　または

庄和総合支所２階：
　　福祉・健康保険担当（７０５４）


